
(名称)

第1条この法人は、一般財団法人全電通労働会館と称する。

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)

第3条この法人は、労働者の経済的、社会的及び文化的地位の向上を図る活動

を中心として、全電通労働会館を維持経営し、法人格を有tる公益法人及び

法人格を有しない公益団体(以下「公益法人等」という。)の社会的地位の

向上と社会への貢献に寄与することを目的とtる。

(事業)

第4条との法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

、勤労者の福祉の向上を目的とする会館施設の貸与事業、

普通法人に対する会館施設の貸与事業及び不動産貸付事業、

その他この法人の目的達成のために必要な事業、

2 前項の事業については、東京都内において行う。

(機関の設置)

第5条この法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く。

(公告)

第6条この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得

ない事由によって電子公告をtることができない場合は、官報に掲載する方

法により行う。

一般財団法人全電通労働会館定款

第1章 総 則
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(財産の種別及ぴ基本財産の維持並びに処分)

第7条この法人の財産は、基本財産及び普通財産の2種類とする 0

2 次の各号に定める財産をもって、この法人の目的たる事業を達成するため

に彪、要な基本財産とtる。

、基本財産として寄附された財産

理事会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産、

3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。

4 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとtる。

5 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は、担保に提供する場

合には、理事会・評議員会において、議決に加わることができる理事及び

評議員の3分の2以上に相当する議決を得なけれぱならない。

第2章 財産及び会計

(事業年度)

第8条この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6阿 30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始

の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認

を得なけれぱならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの

間備え置き、債権者の閲覧に供tるものとする。

(事業殺告及び決算)

第10条この法人の事業報告及び決算については、毎事業軍度終了後、会長

が次の書類を作成し、酷事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ

れぱならない。

、事業報告

、事業報告の附属明細

貸借対照表^、

四、損益計算書(正味財産増減計算書)

玉、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

六、財産目録

2 前項の承認を受けた等類については、定時評議員会に提出L、第1号の書

類についてはその内容を報告L、第3号から第6号の書類については、承
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認を受けなけれぱならない。

前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、

定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(評議員の定数)

第11条この法人に、評議員5名以上12名以内を置く。

第3章評議員及び評議員会

(選任及び解任)

第12条評議員の選任及び"到壬は、一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。) 179条から第 19 5

条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、各評議員について、次のーから六に該当する

評議員の合計が評議員の総数の3分の1を超えないものであること

、その評議員及びその配偶者又は三親等内の親族

、その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情

にある者

その評議員の使用人「「下^、

四、二又は三に掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その

他の財産によって生計を維持している者

五、三又は四に掲げる者の配偶者

六、二から四に掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計をー

にする者

3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができな

し、

第1節評議員

・ 3 '

(任期)

第13条評議員の任期は、選任後4年以内に終了tる事業年度のうち、最終

のものに関tる定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任Lた評議員の補欠として選任された評議員の任期は、

退任した評議員の任期の満了する時までとtる。

3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
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辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議

員としての権利義務を有する

(報酬等)

第14条評議員に対Lて、 1日当たり1万円を超えない範囲で、評議員会に

おいて、別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支

給tることができる。

(構成)

第15条

0

(権"周

第16条評議員会は、次の事項を決議する。

、役員の選任及び解任

役員の報酬等の額及ぴ報酬等の支給基準一]一^、、

評議員の選任及び解任一〒「下^、

四、評議員の報酬等の額及び報酬等の支給基進

五、貸借対照表及び損益計算書(正眛財産増減計算書)並びにこれらの附属

明細書の承認

定款の変更
ー.」^

ノ＼
、

七、解散及び残余財産の帰属先の決定

ハ、基本財産の処分又は除外の承認

九、その他評議員で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項

評議員会はtべての評議員をもって構成する。

(招集権者)

第18条評議員会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 前条にかかわらず、評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及

び招集の理由を示Lて、評議員の招集を詰求tることができる。

第2節評議員会

' 4 ・

(種類及び開催)

第17条評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とtる。

2 定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ケ月以内に閉催tる。

3 臨時評議員会は、必要ある場合は、いつでも開催することができる。



3 前項による請求があったときは、会長は、遅滞なく評議員会を招集しなけ

れぱならない。

(招集の通知)

第19条会長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議

の呉時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなけれ

ぱならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続き

を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第20条評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選

出する。

(決議)

第21条評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出

席L、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員

の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなけれぱならない。

、監事の解任

ニ、定款の変更

基本財産の処分又は除外の承認"ー"「'、

凶、その他法令で定めた事項

3 理事又は監事を選任する決議に際Lては、候補者ごとに第 1項の決議を行

わなけれぱならない。理事又は監串の候補者の合計数が第26条に定める

定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い

順に定数に達tるまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第22条理事が評議員会の目的である事項について提案Lた場合において、

その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の決

議があったものとみなt。

(報告の省略)

第23条理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知Lた
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場合において、その事項を評議員会に報告tることを要しないことについ

て、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

は、その事項の評議員会への報告があったものとみなt。

(議事録)

第24条評議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作

成tる。

2 議事録が書面をもって作成されているときは、議長及ぴ会議に出席した評

議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに署名し、又は記名

押印しなけれぱならない。

(評議員会運営規則)

第25条評議員会の運営に関L必要な事項は、法令又はこの建款に定めるも

ののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

(種類及び定数)

第26条この法人に、次の役員を置く。

理事 5名以上10名以内

監事 3名以内

2 理事のうち、 1名を会長とし、 1名を専務理事とtる。

3 前項の会長をもって、一般社団法人・財団法人法第91条第1項第 1号の

代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理

事とtる。

第4章役員等及び理事会

第1節役員等

(選任等)

第27条理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 会長及び専務理事は、理事会において理事の中から選定する。

3 監事1立、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とそのN酎鵠主又は3親等以内の親族その

他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはなら

ない。霊事についても、同様とする。
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(理事の職務及び権"脚

第28条理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、

この法人の職務を執行する。

2 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を執行する 0

3 専務理事は、会長を補佐し、事務局を総括しこの法人の業務を執行tる。

4 会長、専務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、当己

の職務の執行状況を理事会に帆告しなけれぱならない。

(監事の職務及び権限)

第29条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人

の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)

第30条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の

ものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

関する定時評議員会の終了のときまでとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期問と同一とす

る。

4 役員は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了

により退任した後においても、新たに選任されたものが就任tるまでは、

なお役員としての権利義務を有tる。

・フ'

(解任)

第31条役員が次のーに該当tるときは、評議員会の決議によって、解任す

ることができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることがで

きる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなけれぱならない。

、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

心身の故障のため、職務の彰qテに支障があり、又はこれに堪えられな、

いと認められるとき。

(報酬等)

第32条理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会にお

いて別に定める祁酬等の支給基準に従って算定Lた額を、評議員会の決議
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を経て、報酬1として支給tることができる。

(取引の御邱周

第33条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重

要な事実を開示し、理事会の承認を得なけれぱならない。

、宕己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

建己又は第三者のためにtる当法人との取引、

この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外のものとの、

間における当法人とその理事との利益が相反tる取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報

告しなけれぱならない。

(顧問)

第34条この法人に、理事会の決議により顧問を若干名おくことができる。

2 顧問は、会長経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任す

る。

3 顧問は、会長の諮問に答え、理事会に対し、参考意見を述べることができ

る。

4 顧周は、無報酬1とtる。ただし、而問にはその職務を行うために要tる費

用の支払いをすることができる。

(構成)

第35条理事会は、 tべての理事をもって術成する。

(権 g脚

第36条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

、評議員会の臼時及び場所並ぴに議事に付tべき事項の決定

、この法人の業務執行の決定

理事の職務の執行の監督ー^、

四、会長及び業務執行理事の選定及び解職

五、規則の制定、変更および廃止に関する事項

2 理事会は、次に掲げる張項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任

tることができない。

第2節

・ 8 ・

理璽会
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、重要な財産の処分及び讓受け

、多額の借財

重要な使用人の選任及び解任「T^、

四、重要な組織の設置、変更及び廃止

五、内部管理体制の整備

(議長)

第39条理事会の議長は、会長がこれに当たる。

・ 9 ・

(閉催)

第37条理事会は、定時理事会及び晦時理事会の2種とtる。

2 定時理事会は、毎年事業年度年2回開催tる。

3 臨時理事会は、次の各号のーに該当tる場合に開催tる。

、会長が必要と認めたとき。

、会長以外の理事から会議の目的である事項を示して招集の諸求があっ

たとき。

前号の請求があった日から5日以内に、その詰求があった日から2週二 、

間以内の日を理事会の日とtる理事会招集の通知が発せられない場合

に、その請求をした理事が招集したとき。

四、監事が必要と認めて会長に招集の請求かあったとき。

玉、前号の請求があった日から 5日以内に、その請求のあった日から2週

間以内の日を理事会の日とtる理事会の招集の通知が発せられない場

合に、その請求をした監事が召集したとき。

(招集)

第38条理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事

が招集する場合および同項第5号により監事が招集tる場合を除く。

2 会長は、前条第3項2号又は第4号に該当する場合は、その詰求があった

日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする

臨時理事会を招集Lなけれぱならない。

3 理事会を招集するときは、理事会の日の1週問前までに各理事及び各監事

に対して、その通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。



(決議)

第40条理事会の決議は、決議に加わることができない理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数をもっておこなう。

2 決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することが

できない。

(決議の省略)

第41条理事が、理事会の決議の目的である事項について、提案Lた場合に

おいて、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面

又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する

旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたと

きは、この限りでない。

(報告の省略)

第42条理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に机告tべき事項

を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第28条4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作

成する。

2 理事会の議事録については、法令で定めたところにより議事録を作成し、

出席した理事及び監事は、これに署名Lまたは記名押印しなけれぱならな

し、

(理事会運営規則)

第44条理事会に関tる事項は、法令又は定款に定めるもののほか、理事会

運営規則による。

(定款の変更)

第45条この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員

の議決権の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第

47条に規定tる残余財産の帰属を除く。

第5章定款の変更及び解散
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2 前項の規定は、第3条に規定tるこの法人の同的及び第4条の事業並びに

第12条第1項に規定tる評議員の選任及び解任の方法についても適用t

る。

(解散)

第46条この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的で

ある事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産等の処分等)

第47条この法人が清算tる場合において有tる残余財産は、評議員会の決

議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関tる法律第5条第

17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとtる。

2 この法人は、剰余金の分配は行わない。

(設置等)

第48条この法人の事務を処理tるため、事務局を設置tる。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免tる。

4 事務局の組織及び運営に関し'、要な事項は、理事会の決議により別に定め

る。

印甫え付け書類及び帳簿)

第49条事務局には、法令に定めるところにより、常に次に掲げる書類及び

帳癖を備え付けておかなけれぱならない。

定款、

評議員、理事、監事の名縛ー^、

認定、許可、認可等及ぴ当期に関する書類叩叩"ー、

四、評議員会及び理事会の議事に関する書類

五、財産目録

六、役員等の報酬規程

七、事業計画書及び収支予算書

ハ、事業報告及び計算書類等

九、監査蛾告

第6章事務局

U



十、その他法令で定める帳癒及ぴ書類

1.この定款は、一般社団法人及ぴ一般財団法人に関tる法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律第121条第1項において読み替えて準用tる同法第106

条第1項定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。

2.一般社団法人及び一般財団法人に関tる法律及び公益社団法ノ、及び公益則

団法人の認定等に関tる法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第121条第1項において読み替えて雄用する同法第106条第1項定め

る特例法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の

規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業午度の末日とし、設立の登

記の日を事業年度の開始日とする。

3.この法人の最初の代表理事は加藤友康、業務執行理事は金高晃とtる。

4.この法人の最初の評議員は、炊に掲げる者とする。

高橋政士余田彰大澤浩一八坂繁良高鵬康夫有村博幸

杉山和由樋口勤佐藤幸信福地英明杉崎辰夫東谷裕明

附則

上記は当一般財団法人の定款である。

東京都千代田区神田駿河台3丁目6番地

一般財団法人全電通労働会館

加藤友康長

12 ・

会



一般財団法人全電通労働会館役員0評議員名簿

【理事及び監事】

1

役

2

3

専務理事

職

4

理

長

5

理

氏

鈴太克彦

6

理

事

西川明男

7

理

名

事

十川雅之

8

理

事

松本智

9

理

事

山本雄介

10

NTT労組中央本部執行委員長

事

水野和人

11

一般財団法人全電通労働会館

事

Tヒ
i〔ン、

NTT労組中央本部事務局長

所

事

NTT労組中央本部財政総務部長

事

鈴木めぐみ

【評議員】

NTT労組中央本部組織部長

事

田

天野

情報労連中央本部書記長

野口純子

1

彰

電通共済生協常務理事

2

きらら保険サービス株式会社取締役

属

3

NTT労組中夬本部会計担当部長

職

4

NTT労組中央本部監査員

5

氏

公益財団法人総評会館事務長

中澤

6

藤

7

名

浪

8

間

佐

治

9

岡

浩

藤

NTT労組中央本部副執行委員長

平田雅則

努

NTT労組中央本部交渉政策部長

佐藤祐

NTT労組東日本本部執行委員長

所

琴木幸裕

司

NIT労組西日本本部執行委員長

」抽、
」壺L

NTT労組データグループ本部執行委員長

NTT労組ドコモグループ本部執行委員長

田

NTT労組持株グループ本部執行委員長

サム

電通共済生協専務理事

属,

きらら保険サービス株式会社常務取締役

武谷淳

議員

柴田謙

議員

議員

議員

議員

議員

平議員

議員

議員

会

平
そ
一

圭

余

監

監

豊

監

茂

平
一
主
口

平

ル
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平

平
一
嘗
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口

平言
口
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、はじめに

1.全電通労働会鮪の2022年度事業運営は、昨年9月27日に行った

第27回(定時)理事会及び第18回(定時)評議員会の決定に基づき、

各テナントと緊密な速携を図りつつ、全電通労働会館の快適な環培づく

りと利便性の追求、安心・安全で信頼のあるサービスの提供に向けて取

り組んできました。

2022年度前半は新型コロナウィルス感染症の変異株であるオミク

ロン株による感染者数の増加が収まりを見せず、会館内・各テナントに

おいても多くの従業員の方々が感染するなど、感染症対策に追われる中
での運営を余儀なくされる状況となりました。

しかしながら、 2023年年明けからは、蔓延する変異株の症状に緩

和傾向がみられ、また、 5月には政府による新型コロナウィルス感染症

の扱いが2類から5類へと移行されるなど、会館の事業運営を取り巻く

環境が大幅に改善されてきました。

2020年から3年という長期に渡ったコ目ナ渦において、私たち会

館役職員は、各テナントのご理解とご恊力のもと、一丸となって会館全

佑の感染防止対策に取り組み、安心・安全で信頼される会館運営に努め

てきました。この間の様々な取り組みを経た中で、 2022年度下期に

おいて、ようやく、ホール 0 会議室の運催、状況もコロナ前に戻り、安定

した事業運営に戻りつつぁります。

2022年度事業運営報告

2.会館の建物及び建物付属設備等は、会館竣工から35年を経過し、定

期点検や機器等の日常保守の結果から、経年劣化等による様々な部分の

改修や設備更改の必要性が指摘され統けています。 2022年度にっい

ても、今後の会館述営を見据え、財政状況等をも考應しっつ必要な修繕

等を行いました。

具体的には、①地下1階店舗排気ファン更新工事・、②受水槽 N01/

N02修繕工事、③5/8/9階共用部扉電子錠更改工事、④サイネージ

横侵入防止柵設置工事一一等々、計画していた改修工事やその他の緊急

設備故障、等への対応などを行いました。なお、当初計画で建物付属設

備の修繕として位置付けていた4階~10階占有部力ーペット貼替工事

については、金額も火きく税務上から資産計上が望ましいとの判断で、

固定資産の取得として扱うこととしました。また、計画していた地下 1



階動力制御盤更新工事と地下2階受変電室制御部品及びMCB更斯工事

については、コロナ過における部品納期遅れにより次年度以降に改めて
計画することとしました。

次に、固定資産取得に係る更改工事等については、①会館空湘更新.全

熱交換器更新工事(貨訂.期~第2期:8階~10階まで)、②地下2階

非常照明用蓄電池蔓新工事、③非常灯新設・交換/9階委員長室LED

化工事、④1階店舗ガス給湯器交換工事等、事業運営計画に沿った必要

な機器整備・設備更改の他、前述の、⑤4階~ 101培占有部力ーペット
貼替工事を行い会館の縱持管埋に努めました。

3'公益法人制度改革対応では、咋年の第27回哩事会及び第18回評談

員会の確認に基づき、所轄行政庁である東京都へ公益目的支出計画突施

報告書及び監査報告書並びに関係する轡類等を、咋年9阿27日に申請
レ受理されました。

主な建物修繕と設備の整備0更改等、

2022年度の会館事業運営計画における主な建物修繕及び設備更改等

は、次のとおりです。工事にあたっては、関係各社に対し r安全作業を第一
優先とすること」を指示し進めました。

1'建物関係の更改・・修繕

(D 地下1階店舗排気ファン更新工事・0 ・ 1 0 0 万円

(2)受水槽 N01/N02修繕工事・・、.. 8 5万円

(3) 5/8/創襲共用部扉電子錠更改工事 0 0 62万円

(4)サイネージ嶺侵入防止柵設置工事・・・・ ・・50万円

(5) 2階ホール壁大埋石補修・ 1 1,4万円. ,..

(6)地下1階テナント和室系統エアコン修繕・ 4.6 万円

2.電気機械装置及び器具備品の修繕

(1)地下1階動力制御盤更新工事・ ・未実施暗"品納蛎遅れ)

(2) B2階受変電室制御部品/MCB更新工事・ ・未実施倍Π品納期遅れ)

(3)地下2階受電室電力量計更新工事・0・ 37万円

3.建物付属設備及び機械装置の更改等による固定資産取得関係

(1)会館空詔/全熱交換器更新工事(3期・ 4期)・・ 17、 3 8 0万阿

(2) 4・階~ 1 引砦占有部力ーペット§'替工事・ ・1,701万円

二



(3)地下2階非常照明用蓄電池更新工事・・・・ 400万円

(4)非常灯新設・交換/9階委員長室LED化工事・・67万円

4.器具備品の購入

a) 1階店舗ガス給湯器交換工事・ ・・43万円゛申

(2)事務室用バソコン 2台更新・'・・・ ・022万円. ゛ 00

各種保守・点検・清掃等三 、

会館の建物・ミ剣前など良好な環境を維持するため、次の点検0保守、清掃な

どを行いまレた。

・駐車場定期点検・保守・ ・村 2 回

・害虫・殺生ヴ検・・ ,月1回゛.

'ホール舞台設備点検・保守・・月1回

空訓設備機器点検・保守・・月1回

・自動制御裟置点検'保守・・・年2回

・衛生設備点検・保守' ・月1回

・飲撃レK水質検査・・年2回

・貯水糟・雑用水槽清掃・ ・年1回

,汚水柚消掃 ・年3 回

・年1 回・漢水栖渚揣一

・空気環境測定' ・年6 回

喨冶排気設備点検・保守・'・午2回

・自家窕電機自主点検・・年10回

・非常用自家発電機点検・・年2回

・蓄電池装匙設備点検・保守・・年2回

・低圧幹線分電盤点検・・・・'年1回

エレベータ点検・保守・'年4.回

・シャッター点検・保守・・年2回

・コンドラ点検,保守・ ・年6 回

・?削坊設備定鰯点検・・ ・年2回

防火設佛定期検査・・・年1回

・ホール照明設備点検・保守・・年4回

年3回・ホール音粋設備点検・

・防犯設締点検・ ・年3回゛.

,車路管制設備点検・ ,年3回

・非常'放送設備点検・ ・年3回

・移動観覧席点検・保守・・・年4回

,ホール移動壁設備点検・保守・・年2回

・倒動ドア点検・保守・'・・年2回

・ローリングタワ一点検・保守・・年1.回

・ savic-netG5 点検'保守・・年2 回

'ピアノ1接イ応・・ ・年1回゛.

・特定建築物等定期検査・・年1回

・建築・防火設備定期検査・・年1回

1~3階旅定期清掃・・年6回

1階繊影石床端掘・"年6回

・束西階殴床清掃・'・・年1回

全館力ーペット渚掃・・年2回

1~31砦力ーペット兇井和・年4回

・全鰭ガラス需所ト・・年6回

・ステンレス円柱消掃・ ・・年6 回

アルミパネル清吊・'年2回

・外壁石材清拓}・ ・・年2回.'.'

,窓、{孕→づ'ツシ需H帋・ ・年2回

0 シャッター・1肖■"・ ・・年1 回....

・ピロティ天J兵宙締・・,年11回

・ 1値剣t气IF璞!・ ・年2回



四、全電通ホール0会議室の利用状況

全電通ホール並びに会議室の利用状況は、新型コロナウィルス感染症の

些延が収まりを見せる中で、ホール等利用イベントへの制限が緩和きれ、

ネットワーク環境を活用した会議・イベントに加え、入場制限の無いイベ

ント等が増加し、前年比で利用件数が増加する結果となりました。

詳細の利用状況は、別紙、使用状況表のとおりです。

1.全電通ホール

咋年度のホールの使用状況は、新型コロナウィルス感染症の感染状況

が改善する中でイベント等の開催制限も緩和され、ホールの利用累境も

コロナ前に戻り、利用数が大幅に改善する一年となりました。

この間、 2020年夏に導入した高速ネットワーク業境を利用したイ

ベント等が主であったホールの利用形態が、コロナ前の入場制限無しの

形態に変化する中で、各麺会合や企画イベントなどのお客箱琵譲が増加し、

利用件数はコロナウィルス感染症が聾延する前の水準まで回復すること

が出来ました。

その結果、本年6月末までのホール利用件数(午前・午後・夜間のそ

れぞれの利用を 1件としてカウント)は、年間で447件の貸出となり、

202 1年度(388イ制と比較して2年連続の増加となりました。

これに伴い、貸出使用料も対前年比で約648万円増の3,956万

円となりました。

2.貸し会議室

昨年7月から本年6月末まで会議室の貸出件数は、昨年に続きニロナウ

イルス感染症聖延前の状況を維持することが出来ました。その結果、会議

室及び小会議室合わせて対前年度比で2件増の732件となりました。

貸出使用料は、対前年度比で1巨ぼ横ばいの746万円となりました。

五、

1

会館の管理・業務運営等

日常の会館管理0業務運営

(D 会館の管理0 業務運営については、安心・安金で快適な環境を維持

し信頼されるサービスの提獣に向け、貸出し施設の受付と運営'・管埋、

建物や設備の点検'整備等、会館利解のお客様やテナントの皆様の多

様な二ーズに応えるため、役職員一同努力を重ねてきました。

(2)その中で、コロナウィルス感染症への感染症対策については、政府

による新型コロナウィルス感染症の扱いが21擾から5類へと移行さ



れるのに合わせて、会館の独自対策として設殿してきたホール・玄鬨

のサーマルカメラ、パーテションについては撤去し、 2022年度末

時点では会館玄鬨エレベータ前とホール・各会議室入口のアルコール

消毒掖の設置のみとしました。

(3)安心・安全な会n齢鱸営管埋に欠かせない防火,防災の取り組みにつ

いては、全鴛通労働会館共同防火'防災管埋協議会運営委員会を開催

した上で、秋の防火・防災期闇に合わせて11月15日に会館全体で

の防火避掘胴嚇柬を実施しました。また、 5月23日には春の防火・防

災誠練として、21名が参加し本所防災館での体験型訓練を実施しま
した。

2.労働組合会館連絡会議(労館連)

労働組合会館連絡会議は、 13労働級合会館から描成され、会館相互の

連絡・提携を緊密にし、相亙扶助をはかりっつ労働者の福祉と社会的利便

に貢献し、労働運動の発展に寄与することを属的として運営されています。

2022年度の活劃Ⅱこついては、全電通会館が事務局を担う初年度とな

つたことから、年闇3回の幹事会や役,職員の研修会、交流会など、年問

を通じた活動を自ら計画し枝極的に進めてきました。

また、 2022年度も新型コロナウィルス感染症の蔓延が収まらない中

で、りモート会識の併凋による幹事会を積極的に開催し、役職員研修会に

おいては、都内での朋催を計画することで、各会館の防火・防災への取り

組みの温度差を無くし、多くの参加者と情殺の共有化を図ることが出来ま
した。

3。餅つき大会

神田'駿河台の年末の恒例行事となっている令和4年度餅つき大会は、当

初は開催の方向で準備を進めましたが、年末に向けて新型コロナウィルス

感染症の感染者数の増加傾向に歯止めがかからないことから、地元.近隣
5町内会の町会長会議を急迎朋催しました。

その中で、餅つき火会では不可欠な近隣5町会のご婦人方の不安が払拭

出来ないとの意見が多数あり、最終的1・こは今年も朋催が困難であると判断

し、共催団休とも相談の上、これまでも開催にご協力いただいている近隣

5町内会、千代田区万世橋出張所、神田消防署、神田讐察などへのご埋解

を得た上で、昨年に続き開催を中止しました。



六、地域活動

会館は、企業町会会員として「神田駿河台東部町会」に加盟.しており、

町会役員会や地域の各粒行事に桜極的に参加し、会館運営などの理解を得

る取り組.みを糾蹄τ・強化してきました。

今年度当初は新型コロナウィルス感染症の堕延が収まらず、生活環境条

令に伴う合同パトロールをはじめ、町内会・区役所などから要請される行

事、の中止が相次ぎましたが、 2023年年明けからは地域の各種行事が再

開され、これまで延期されてきた、神田,駿河台東部町会発足65周年記念

式典の開催にもこぎつけることが出来ました。

また、 5月には地元太田姫神社の影祭(辿会:なおらい)が3年ぶりに

開催されるなど会館周辺地区の活動も平常に戻りつつあります。

1.生活環境美化・浄化推進連絡会の合同パトロールへの参加

生活環境美化・浄化推進連絡会合伺パトロールは、原則毎河 10日と

20日の2回実施され、地域全体で区役所と一休となり、御茶ノ水駅周辺

地区の路上清掃と不法駐輪の注意喚起などを行ってきました。

2022年度については、年間を通じて段階的に新型ロロナウィルス感

染症の制限措置が緩和されたことから、午度途中から活動が再開され、熱

中症への対応や降雨、降雪による中止を除き年間14回の開催となり延ぺ

12名の参加となりました。

2.その他

2022年度は、神田消防署の消防講演会、神田警察署の防犯講演会や

秋の交通安全期間における会鰭前交差点での交通整理、年末の町内会夜

警パトロールや春の交通安全期間での交通整理など、年問を通じた地域

行事が両開され徐々に日常を取り戻す年となりました。
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、事業運営の基本的考え方

1.全電通労働会館の事業運営の基本は、当会館の設立員的である「労働者

の経済的、社会的及び文化的地位の向上を図る活動を中心として、全電通

労働会館を維持経営し、法人格を有tる公益法人及び法人格を有しない公

益団体の社会的地位の向上と社会への貢献に寄与する」ことです。

このことを念頭に2023年度は、建物及び建物付属設備の維持管理は

もとより、誠実な業務運営による各テナントとの信頼感の醸成、ホール・

会議室利用のお客様に信頼され親しまれるようなサービスの提供に向け

て、理事会及び評議員会とも連携しつつ、事業運営に努めることとします。

2023年度事業運営計画

2.新型コロナウィルス感染症への対応については、政府による感染症状の

分類が5類へと移行されて以降、制限の無い環境下でホール・会議室の利

用件数も大幅に回復しコロナ前の日常を取り戻Lつつぁりまt。

今年度もこれまで同様、政府や東京都から出される浩報を注視し、状況

の変化等には即座に対応出来る体制を整えるとともに、お客様第一の対策

が打てるよう日頃からの取り組みを強化しまt。

3.全電通労働会館竣工以来、建物及ぴ各付属設備等の日常的な点検・整備

等を行いつつ、会館全体の維持管理等を誠実に行ってきましたが、竣工か

ら35年が経過し建物及び様々な付属設備が更改の時期に来ています。昨

年度、大規模な全館空調設備更新工事が終了したことから2023年度は、

日常の点検・整備を行う中で先送りせざるを得なかった建物付属設備の改

修・各付帯設備の更改等を中心に実施することとしまt。

4.今年度における所轄行政庁叫ミ京者田への一般財団法人としての対応は、

関係諸法令を順守し、2022年度決算に基づき公益目的支出計画実施報

告書を策定し、理事会及び評議員会の承認を経て、 2023年9月末日ま

でに、東京都に報告することとします。



^、 建物の修繕・付属設備の更改等について

2023年度計画tる建物の修繕及び付属設備の更改については、安

定的なサービス確保や快適な環境づくりに向けて、昨年一年閥の定期点

検及び日常の保全管理の状況・結果に基づき、以下の修繕及び設備更改

を実施しまt。

工事等の実施にあたっては、協力会社等に安全作業で施工するよう要

請するとととしまt。

1.2023年度建物及び付属設備の修繕

(1)今年度の主な修繕計画については、日常の点検等で交換・更新が必

要とされていた①電力系設備や、②ホール内駆動系機器、③その他、

機械設備等を中心に以下の通り工事を実施することとしまt。

(2)その他緊急を要する大規模な修繕工事・建物付属設備等の更改の必

要性が生じた場合は、臨時理事会の承認を得た上で措置を行ないます。

【建物付属設備】

・UGS及び高圧ケーブノレ更新工事・・・・・・0 348万円

BI、 B2階分電盤改修工事・ 0 0・0・・ 348万円

・地下2階電気室鍵台設備用モーターブレーカー更新工事・180万円

・高圧受変電設備LED表示ランプ更新工事・・・・・・ 102万円

・5階入り口電子錠更新工事・0・・・ ・・・・・ 43 万円

・ RAFファン4)角早璽冬心漸・・・・ ・・・・ 19万円

0反ミ」二雨斯耐11イ修糸善工事"・・・ ・・・18万円

・ 4階テナントシリンダー交換工事・・・・,・・・・ 15万円

・弊備用セキュリティスイッチ交換工事0 ・・・・・・ 9万円

【機械装置】

・ 2階ホール吊物般獣茂りミットスイッチ全数更新工事・ 386万円

・ D迫り落下防止板ガイドローラー駆動チェーン交換工事・106万円

0 →ナ・イネ^ジt/ステムイ1參糸誰・・..... 60万円

・2階ホール制御盤内パワーサプライ交1灸・・・・ 8.6万円

【器具備品】

・会館4階テナンN倒善工事・・ 00・ 0 1 24 万円

・ 1階トイレ床長尺シート貼替工事・・ 0 ・・ 1 70 万円



2.2023年度設備等の更改計画

2023年度の固定資産取得、業務用備品の更改については、各テナン

トの利便性向上に向けて以下の通り計画します。

【電気機械設備】

ワイヤレスマイク装置更改・・0 ・ ・・ 2 3 0 万円

【器具備品】

・会館各階・白動水石鹸器/電気湯沸し器交換工事・・・ 735万円

3、定期・保守点検等

会館の建物及び設備など、良好な環境を維持tるため、法令に基づく

検査、及び定期的保守・点検等を実施します。

会館の管理0業務運営について、

1.日常管理・業務運営の充実・強化

(1)テナントとの信頼関係の酸成と快適な環境づくり、建物 0設備の点検

などによる安定的なサービスの提供に向けて、今年度から日常の清掃業

務委託会社を一新tると共に、各テナントへの信頼強化と会館施設の貸

出業務運営などの充実に努めまt。また、コロナウィルス感染症への対

策については、①ホール・会議室利用者に向けたガイドラインの逐次更

新や、②繁急時のホームページ上でのNi此田,による会館独自策等の案

内、③会館利用者向けの手指消毒・手洗い 0トイレ利用上の注意掲示一

・一等を継続しまt。

(2)東京都・千代田区・神田弊察署・神田消防署・税務署などの指導や各

種調査などに対し、適切に対応します。

(3)防火・防災関係の取り組みについては、共同防火・防災管理協議会運

営委員会を関催し、秋の消防月間に合わせて11月7日に大規模地震発

災を想定した会館内での一時対処訓練、春の防災月問には防災施設を利

用した体験型訓練を計画・実施tることとします。

2.労働会館連絡会議との連携・強化

労働会館連絡会議の事務局として、総会・会議・研修会に参画L、日

常の連携を密に会鮪の維持管理のあり方や労館連13会館の共通課題に

ついての情都交換を行いつつ、会館維持管理業務などの質的向上に努め

まt。

三



3.令和5年度餅つき大会

会館餅つき大会は、近隣5町内会、共催団体と連携し、子供からお年寄

りまで地域全体に親しまれる地域行事として、令和元年まで侮午実施して

きました。

しかしながら、新型コロナウィルス感染症の蔓延により第34回の開

催を境にこの3年間、中止を余儀なくされています。近隣町会を含む地域

の方々からは、実施を望む声が多く寄せられており、本年5月からは伶邨長

の無い社会活動への移行も進み様々な催しも再開されています。

それらを踏まえ、今年度は餅つき大会を開催することとします。

具体的には、年末の12月25日網曜田に例年通り2階ホールを

売り止めにして開催することとし、実施にあたっては近隣5町内会、共催

団体と十分な連携を図り進めることとしまt。

四、全電通ホール・会議室の利用促進等について

全電通ホール並びに会議室の利用促進に向けては、①会館ホームページ

の利便性を高めるとともに、②Twi北er によるコロナウィルス感染症への

対応等を随時発信し、③ホール・会議室に設置した附一n環境等の整備一

一等、お客様が利用しやすい環境作りを行うことで、会館施設の御案内や

スムーズな利用申し込みに繋げ、より一層の利用率の向上に取り組むこと

とします。

五、地域活動への対応

1.千代田区生活環境条令に基づく「御茶ノ水駅周辺地区生活環境美化浄

化推進連絡会」合同パトロールや春・秋の全国交通安全運動、町内会・区

役所などから要諸される行事に積極的に参加L、地域に寄り添い親しまれ

る会館となれるよう役職員一丸となって取り組みまt。

2.消防署や警察署とも連携し、午末の防犯警備パトロールなど地域防災・

防犯の取り組みに協力するとともに、近隣町内の諸団体の会議や集会に

も積極的に参加しまt。
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固定負債 .、
^

負 債 合

111 正味財産の部

1.指定正味財産

指定正味財産
^

計

2,一般正味財産

(うち基本財産への充当ぎ動

(うち特定資崖への充当額)

正味財産 ^
alに1

負債及び正味財産 計
'、
仁1

122、 394.907

907,746

24,鉐0

410,150

1,971,3舶

10、 134,4飾

1,041,飾4、 0能

39,334

電話加

(単位;円)

1,041,093,3鮖

1曽 i咸

135,843,217

196,7鵬,821

朋,2驗' 761

25,857,887

鉛、フ74,000

15、 534,033

諦,4犯'

△ 28,

1,065,147,393

誇,334

△ 10,426'斜7

を40

615

510

134

637

巧9,422' 681

1,0飾,186,π1

2,

△

205,

579,

2訟、

76,828,3詑

23,946,2弱

2.827,6弱

4、 23g,991

2船,3g5

3.255,000

関,255,249

222,649,220

28、フ74,000

20,7脇,424

35,936,602

△ 209,807,8部

△ 2ι1,0聡、 331

361' 38】' 3船

△ 24,0郭,331

Π 1,305,628

1、 311、 821、 7妬

1,512

△ 196,791,333

△ 5,169,391

1,5船、 215,504

諦、胎4

船,8飴、 170

24.515、創 8

3,鶚6.巧0

5、創 9' 319

208,3鮖

3、 255.000

1' 4舗、 601、 604

△ 201,959,212

391,152

351,478

646,675

70,000

130、 997,6腿

△ 16,974,8謁

△驗9,363

△ 7能' 495

△ 1,3門' 3を8

1,5辨,566,272

1,舶3.和9,4朗

1、 6鰐.409,4釣

45,4騎,305

2,5怖,946

47,317、 978

822,銘7

氾、 000

20.フ74,000

15,534,0認

△ 19、 6舵,024

△ 43,7舗,3邪

△ 245,744,567

44,3鰐,0認

△ 2四,8n7,8舗

即,767,338

△巧5,5舗,8錦

50,716,561

1,148,896.295

△

△ 4、

△

244,937、 971

28,フ74,000

20,703,424

1 14'

9舶,

175.

Π稽,578,043)

49,47フ,424

1,393,部4,?飾

794

500

962

100.193,9闘

39,334

1,483,601,舶4

△ 5,257,2聡

1,192,681,舗0

△ 5、 169,3gl

4舶.5諦,舗4
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一般財団法人

1 一般正味財産増減の部

1.経常損益増減の部

川経常収益

基本財涯運用収入

貸室使用

駐 車

ホール使

使'釜 i義宇宅

事業収入

Hて ル備
^
ロロ

会議室備
^

00

事業外収入

全電通労働会館
俊 2022年

科 目

7月

ネ11

配当取

収

退職給付引当金戻入収入

退雅給付引当金

経常収益

僻経常贄用

事業贄

{人 イ牛

賃 金 手

職員退眺給付引 当

職員退職給 付

臨 時

福利

{運

業務運

ール

当年度

1日

J ^^

至

取

10,綿2,618

3' 730,3認]

5,8翻、 878 )

?55,7飴

△ 1,0嚇' g52

5,741,148

鈴7,944

△ 2,356,31田

69,374

35,000

△ 19,?90

△ 2,441,400

11,925、 560 )

9.206,165

2、 934、 600

358,732

△ 81,9貌

△ 541' 9谿

△ 24,336.飾0 }

ム舗,847' 400

1,4訟.750

37,0即

△ 5,3舶

0}

12,793' 16田

ム 130,950 }

2023年

?24,釣8,舶0 }

175、?79,600

2,400,000

39,559,即0

フ."9,4卯

5,737,850 ]

5,4飾,250

241,600

12,473.076 ]

28,376

97,650

12,346,5卸

10、 323.567

10.323,567

■、●.

剛

6月30日

年度

戻入

計

5,701,4門

4,側3' 441 }

203,37フ

745,000

37,郭4

3,1n7,100

泓,船ι,011 }

22, og l, t59

30,366,0的

921,754

827,194

727,7粘

59,7郭,060 }

開,乃0,400

稽,316,000

4,5鵠,000

2,243,飾0

4.209,060 )

227,723,022 }

17,6蛤,100 }

ω

畍

218,228.280 ]

175' 279,能0

2、卯0,000

33,074,8帥

フ,4乃、 8帥

5,246,339 1

5,吟8,789

147,550

21,143,489 ]

34' 485

97,6舶

21,011,354

0

8,614,965

(単位:円)

費)

当

金繰入

費用

増 減

253,233,0了3

4寵,斜4,311

414.8脇, g47 】

紀,463,743 )

34、 U7,部4

1,7怖,297

5,フ' 1' 148

対策

務用

樂務用備

業務用図書

(保 守

修 "ι.

保 守

保安警

保 叶

(地

1減 恢 丹

{狙 税

【貸

【予

6,470,300 ]

費1

豊

6,484,700

△ 14,4羽

491,511 ]

397,4引

94,050

△ 8,670.413 ]

△ 5,6卯

△ 8,664,804

10' 323,567

10、 323,567

6' 539' 414

1,737,125 )

27?,751

780,000

18,674

6筋,700

66,8約,571 }

31,287,4?4

33,350、 6dn

1,2BO,4部

745,212

185.800

35,456,11の

フ,鮎3,000

20,744,750

4,弱0,0卯

2,238.360

4,209'怖0 )

240,521,10田

17.驗1,150 )

田
川

244,618、 108

叫2,361.6船

411,073,550

蛇,6詑、8備

34,222,146

2,709,249

Ⅱ
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ロロ

^

ロロ
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管理費

殿

職給付

金

礁員退膿給付

職員退職

福利

(運

科

件

目

費}

報 馴

引当金繰入

当手

引当金繰入

炉付

^
=耳

業務運

旅費

通

獅務用図書印

班務用消粍 仁1
Ⅱ口

事務用備 Cコ
ロロ

広告
制卓州
Ea

接待交

謝礼腰

支払手

担分

賃 借

雑 費

{案務管

業務用図霽

{保
ー""

tl-

{滅価償

{租 税 'エ

繕常費用

当期経常増減

2.経常外損益の部

働経常外収益

寄付金収入

職員退職給付引瀕金戻入

預り保証金鱗約収入

普通財産取崩益

経常外収益計

櫛経常外贄用
固定資産除却損

経常外費用計

経常外増減額

当期一般正瞭財産増減額

幟法人税・住民税

当期一般正味財産増減類

圃一般正味財産への振替額

当鄭正味財産増減額

般正味財彦難首残高

般正味財産期京残高

11 指定正味財産増減の部

指定正味財産期首残高

指定正味財産斯末残高

正味財産期末残高

当年度

37,740,364 ]

31' 595,7a8 }

8,能7,710

2,333,3諦

11,318,188

1,115,5四

4,6引,4蛤

3、罰 9,釧a

5.脇3、船n

310、 690

524,557

326,283

548,玲6

33、 737

178'フ75

148,フ75

脇,500

?g5,42n

10,0Ⅱ0

1,754,060

162,310

581,084

105,240

対築費

通 黄

費

刷豊

直●^■

△ 9,印0,0抑

却り

△ 145,羽5,部3

年度

△ 155,595,6諦

31' 2訟,134 ]

25,119,405 }

8,6?フ,710

照3.3訟

11、 2舗' 321

905、 343

増

△ 51,817,713

5,600,123 ]

6.4充,認3 )

0

1,閼9' 998

31,867

210、 206

4,681、 4沸

152.81 g

123' 740 )

舗,3飾

△ 38,6腿

101,520

△ 2,4舶

△ 15,015

50.3鴨

9,6那

179,800

10.000

△ 85' 379

フ、郭7

600

△ 179,466

3' 366,6鮑

4' 909、 357 1

225,325

驗3,22n

224,763

郭0'腿4

諦,胎7

193.790

船,466

心,900

115.能0

0

1,腿9,4誹

{ 55,詐3

舶0,紹4

露4' 706

田

1' 16g,331 }

如,054 }

49、 93衿

減

1.041、 M7 }

34、フ?フ)

鉐,舶5 )

ム 199,311,238

ι記.駄4,311

△ 43,蹄5,355

△ 199,331,2訟

△ 1θ7,743.5舗

442,361,6郭

0

△ 19g,311. t認

△ 128.184 }
△ 5' 327 )

△ 14,382 )

△ 199,381、 238

0

70,000

10,182,劇 8

△ 155.595,8船

ム 1,驗7,653

43,7舗' 355

4帥' 5諦,854

244,鯰7,9了1

△ 197,743,5舗

1,稱2、 6nl,腿0

1. M8.896,2飾

△ lgl,8話,586

1,開3,諦4.266

△1

70,000

△ 145,995,873

51,817、 113

弘6,529,π7

400,5開,854

△1

△ 1,567,652

1,244,4四'舗3

△1

1,幡2,6剖.6艶

ム 1,567,6貌

1、聡3,?15,504

△ 8,032,3郭
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一般財団法人全電通労働会館

{獅業活動収支の部

1.事業活動収入

裁本財産運用収入
貸室使

車駐

えミ

会議

事業収入

ール備

叢室備

事業外収入

利取

科

自

目

100'鴨田

ω

2,184' 629 ]

276,294 }

2022年

^

112,4貌

料

7岡

事業潘動収

2.喫業活動支出

事業賛
件{人 登

賃 金手当

職員退職給付引当金

職員退職給付贄

臨時労務費

福利厚生贄

収

料

料

^
口R

口
口匪

収

1日 至

3,519,釧 8

予算額

配

2023年

艶、前寺

220,17g,能0 ]

175,2了9,6BO

2,400,000

35,000,000

フ,500,000

5,650,00田

5,500,000

150,0朗

g.894.000 ]

37,000

θ3、 000

9,759、 000

金

収

収

6月3 0日

決算額

入

22',脚8,邪田

175,?7g,6即

2,400,000

39,559' 500

フ,459,400

5,737,850 ]

5,4蛤,250

?41,6脚

12,4乃,07幻

28.876

町,650

柁,346,郭0

支

支

繰入支

用支

支

支

ル運

掃清

業務用消耗

業務用備 島贄

業務用図書印刷贄
H呆 守

繕修

保 守

保安警

保 険

1地 代

{租税公 課

{滅 価

咋琵 損

女盲{予

支

柴登

営贄

差異

235,723,6即

107,076,92田

41,4ア5,40田

35,リ5,400

5,3卯、 000

1,975,700 }

300,000

80n,000

即,000

795,700

61,961,舶0 }

22,8舶,0如

35,557.500

2,090,000

900.000

620,000

舶.579,論0 }

41.218,帥0

21,4如,000

4' 67フ' 500

2,2心.660

4' 2股,060 】

17,フ70' 100 】

田0,伽0 1

0}

31,759,舶4]

23、 741,710 1
8、 627,710

了1,4雛,舶C

0

3.腿2,000

△ 4、 518.900 1

ム 4,鶚9'駒0

40,600

△ 87,85田

3,750

△ 91,600

ム 2,579,076 ]

8,124

350

△ 2,認7,550

(単位:円)

備考

242,9朗,506

0.0眺

0.00%

鯰、1舗

蛇,04%

100.00%

166,鵬6,314 ]

41,017,を98 j

34.47フ,訟ι

102,05%

100.0OX

100_ 0醐

113,脇X

99.46彬

101、 55甜

羽.93甜

161.07%

1?6.07%

78.04野

99.桝%

126.51%

g6.9肌

△ 7' 185,826

6,539,414

1,737、 125 )

272、 751

780,000

揺、 674

665,700

66,849,卸1 )

31.287、 424

器,350,649

1、舗0,486

745,212

185,800

35,456.11 田

フ.8船,0卯

加' 744,750

4,聡0,000

2' 238.論0

4,209,060 }

り,567,150 }

側

田

0 1

29,575,265 ]

23,465,416 }

8,627,710

11,313,188

件

員

厩退聯

金

員退職

報酬

給付引当
冒ギニ 当'コー

給付引当金聯

暇給付甃進職 員

緬利厚生贄

30,240'舶6 1

4驗' 102 )

597.516

0

△ 239,414

238.575 }

27、 2'9

20,000

61.能6

130,0閥

ム 4、 882.071 }

△ 8,醐7,424

2,206.851

8股.514

巧4,沈8

434' 200

34,123,050 }

胎,335,000

腿5,250

舒、5舶

5,300

0}

即2,鮖0 )

主

支

103.妬%

163,812

支 出)

支出

金繰入支出

支出
繰入生出

用支出

支出

84、 66%

邪.90%

羽.02X

103.勝野

87、 92X

go.認%

町.6脇

23.3呪

83.66%

抑7.8腕

137.部%

93.79X

61.?7宮

82.部%

29.97%

50.9腿

19,13%

g6.76%

98 13%

99.76X

川0.00%

90.3眺
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通 支

南務 昂 賢支

雷務 按支

帯務 品焚支

広告宣

接待交

謝礼慶
支払 =立

"コー

分

賃

雑

(保

修

保

{減

{糧税公 支課

藤業活動 出支

事業活動 差収支

11 投資活動収支の部

1.投資活動収入

特定資産取崩収入

基本財崖減価償却引当特定預金取崩収入
固定資産減価償却引当特定預金取崩収入
会館修繕引当特定顎金取崩収入

預り保証金特定預金取崩収入

蘓り保樋金収入

退職給付引当特定顎金取崩収入

投資活動収入計

2.投資活動支出

特定資産取得支出

基本財産減価償却引当特定預金支出
固定資産減価償却引当特定預金支出

会館修繕引当特定預金積立支出

張り保証金特定叛金支出

退職給付引当特定頚金支出
退職給付支出

同定資産取得支出
建物付属設備 取得支

電気機械設備 取得支

工具器具備 取栂支
^

ロロ

投資活動 支出

投資活動収 支襲

Ⅲ財務活動収支の部

1.財務活勤収入

財務活動収入計
2.財鶚活動支出

住民税等

財務活動支出計

財務活動収支差頴
予備賛支出

立期 収

科 管

策

費

ム船、 071'蛇7

支

支

0

予算類

6,1駆.稽4

440,帥0

6此,000

卯0.000

60n.000

舶.000

300.000

200,開0

50、舶0

訟0, BO0

100、 000

1,950.0Ⅱ0

470,000

578,184

520,000

1,150、舶僻

50,000

1,100,000

加,000 )

決蝉額

5.0開,097

310,690

腿4' 557

325,2船

548.156

腿,737

178,フ75

148' 7乃

胎,50n

2g5,42Ⅱ

10,000

1,754、 060

162,810

581,004

105,2■

1,041,147 }

0

1,041,147

田

35、舶5 )

100,00"

100,開匁

差異

1.755,08"

129,3叩

乃,443

乃,717

51'給4

26、 263

121,225

51,225

ム 3.500

224,耶0

90,000

195、 940

307,190

△ 2.9那

414.760

103,舗3 〕

50,000

58,8邪

備考

228,836,814

74,14%

70.61%

37.ι3%

81.57%

91.36%

56、 23告

59.部X

14.3脇

107 舶男

舶.81%

10.0噐

的.9醐

34,64W

100,5眺

20.24%

艶.郭%

0.00%

94,65%

6' 8騎,8舗

197.3那' 424 1

176、 6舗,羽n

0

20,7那.424

196,411,579

46,497,927

322,フ74, M8 }

開,?55,249

196,793、 300

244

祐,725,355

197,3豁,424

抑0_ 00%

26,3鮮,フ79 1

0

△ 39、 611,061

32,425.を35

44'鈎斜

稱6.4航

ム 125,385,724 ]

0

△ 89,255,249

△ 20,108,300

△ 2M

0

△ 16,021, g31

322,フ74, MB

?6,397,フ79

リ6,685,閥0 ]

176, MO,000

0

5熊,000

131,237.57フ]

89,256.761

1' 967

244

31,555、 964

10,422,641

四6,710,560 ]

195' 176,船0

950,000

644,560

44.51甜

ι昆
中コ1巴

邪'船%

舗印,8偶

繰

675、 17%

加3,082,7門

100.00%

△柁5,3踊' 724

△ 5,鱒4,3郭

163.52%

0,00盟

0.如郭

111、訟腎

Ⅱ、 00%

△ 104,8誇,門8

△於,2鮎,761

△ 1、 967

△ 244

△ 5,153,池5

差

差

詑8、 008,137

17フ.39X

△ 5,2誇,蛤9

0

70,000

163' 5舗

△ 70,000

70,000

△ 20,艇5,5聞

ム 19' 036,000

△ 950,0閲

△ 99,5艶

4g7.15野

0,0錦

0.明暫

0.00%

0.卯%

1 19.54%

1,122,511

舗,126,6驗

舗,2約、157

△ 124.蛇5,35B

70,000

△ 70,0冊

70,卯0

△ 460.366

111.37%

110' 81%

41.193,9開

舗,126.656

126,320,釣4

161' 51X

91.92部

△ 4n,071,427

出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
費
出
計
額

支
支
支
支

支
支
登

皆
贄
費
料

ⅡⅡε

贄
贄
対
通
費
.
耗
伝
際
弔
数
金
料
支
賢
贄
贄
償

f

営

肖
尾
、
゛

交
図

営
議
運
信
用

担
惜
守
繕
守
価

費

務

運
会
業
旅

額
額
額

期
期

V
当
前
次

(
(

差

(

支
支

収
収

越
越

支
支
支
支
支
却

出
出
出
計
額

0
0



資金範囲について

資余の範囲は、現金預金、短期金銭債権傭務及びこれらに準ずる流動資淫又は流動負債

としている。

2,次期繰越収支差額に含まれる資産及び負償の内訳

誕こ京

現金及び預金

貯蔵品

立替金

未収金

前払贄用

未収消費税

科 目

朱払金

目1」違迅三亀!

預り金

未払消費税

未払税金

前期末残高

計

122,394,907

907,746

24,650

410,150

1,971、 3釣

10,134,405

次期繰越収支差額

升

当期末残高
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70,000
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一般財・法人全

資産の部
流動資産
現金及び預金

現金
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ホール使用料
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テナント水遒光熱費

自販桃手数料

仮 払

(中間紬付税知含む)

キダ,ム、.官

科 目

手許在高

中央労働金庫本店

みずほ銀行神田支店

財産倒録

2023年 6月30日現在

トナー類

産

前払贄尾

雇用保険桜算額

保験料

{有}船病釣新屋形船職員会鱗後の意見交換
醤'

ドック費用立替分

収
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